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清流

用地及び補助金 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 合　計

町が
買い
戻した
用地

妙寺北部企業用地（あんぽ柿処理施設） 28,265 28,265 28,265 28,265 113,060
町道予定用地（丁ノ町） 39,706 39,706
都市計画事業用地（佐野） 8,595 8,595
萩原前嶋用地 68,779 68,779
流域下水道代替用地（萩原） 62,567 62,567
都市計画事業用地（かつらぎ公園用地） 30,381 30,381
流域下水道代替用地（窪） 26,907 26,907

用地費合計 28,265 28,265 67,971 36,860 68,779 62,567 57,288 349,995
町の補助金 土地開発公社健全化対策補助金 63,000 63,000 63,000 189,000

合　　計 28,265 28,265 67,971 36,860 131,779 125,567 120,288 538,995

破
綻
の
原
因
は

３
０
０
万
坪
の

開
発
計
画

か
つ
ら
ぎ
町
の
土
地
開
発

公
社
（
以
下
「
公
社
」
と
い

う
）
は
、「
公
有
地
の
拡
大

の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
に

基
づ
い
て
、
昭
和
50
年
（
１

９
７
５
年
）
に
設
立
さ
れ
ま

し
た
。
溝
端
康
雄
氏
が
町
長

に
就
任
す
る
以
前
、「
公
社
」

が
購
入
し
た
用
地
で
塩
漬
け

に
な
っ
た
の
は
、
萩
原
前
嶋

用
地
と
萩
原
住
宅
用
地
の
２

つ
で
す
。
そ
れ
以
外
の
用
地

で
、
今
日
ま
で
残
っ
て
い
る

も
の
は
、
す
べ
て
溝
端
町
長

時
代
に
先
行
取
得
事
業
と
土

地
造
成
事
業
に
よ
っ
て
購
入

さ
れ
た
も
の
で
す
。

ど
う
し
て
、
一
人
の
町
長

の
時
代
に
「
公
社
」
の
用
地

取
得
が
集
中
し
た
の
で
し
ょ

う
か
。

溝
端
町
長
は
、
町
の
人
口

を
３
万
人
に
増
や
す
「
長
期

総
合
計
画
基
本
構
想
」（
昭

和
61
年
）と「
基
本
計
画
」（
平

成
２
年
）
を
作
り
、
北
部
地

域
を
中
心
に
住
宅
開
発
と
企

業
誘
致
を
お
こ
な
う
と
と
も

に
、
大
規
模
な
霊
園
の
拡
張

計
画
を
実
行
に
移
そ
う
と
し

ま
し
た
。
当
時
こ
の
開
発
は
、

３
０
０
万
坪
の
開
発
構
想
と

呼
ば
れ
ま
し
た
。

地
価
高
騰
を
引
き
金
に
バ

ブ
ル
が
起
こ
る
と
用
地
購
入

に
拍
車
が
か
り
ま
し
た
。

先
週
、
成
功
し
た
事
例
を

紹
介
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

同
時
多
発
的
に
購
入
し
た
多

く
の
用
地
は
、
最
初
か
ら
困

難
を
抱
え
ま
し
た
。
中
飯
降

の
東
光
台
団
地
、
広
浦
の
住

宅
開
発
な
ど
、
経
費
を
つ
ぎ

込
ん
で
立
ち
消
え
た
計
画
も

あ
り
ま
し
た
。

町
の
「
公
社
」
関
係
の
文

書
に
は
、
溝
端
町
長
時
代
の

用
地
購
入
問
題
を
具
体
的
に

指
摘
し
て
い
る
も
の
は
あ
り

ま
せ
ん
。「
バ
ブ
ル
経
済
の
崩

壊
以
降
は
、
町
の
厳
し
い
財

政
状
況
に
よ
る
再
取
得
の
遅

れ
等
に
よ
る
借
入
金
利
負
担

の
累
増
と
地
価
の
下
落
に
よ

り
、
帳
簿
価
格
の
上
昇
と
実

勢
価
格
と
の
か
い
離
が
非
常

に
大
き
く
な
り
、
ま
す
ま
す

処
分
が
進
ま
ず
土
地
開
発
公

社
の
経
営
を
圧
迫
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
」（「
土
地
開

発
公
社
解
散
プ
ラ
ン
」）
│

│
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
経

営
責
任
と
事
実
経
過
を
隠
す

も
の
で
す
。

「
公
社
」
の
破
綻
に

つ
ぎ
込
ま
れ
た
税
金

町
は
、
平
成
19
年
に
12
月

に
「
土
地
開
発
公
社
健
全
化

計
画
」
を
立
て
「
公
社
」
の

債
務
超
過
を
解
決
す
る
た
め

に
税
金
を
投
入
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

町
が
重
い
腰
を
上
げ
た
の

は
、
平
成
19
年
6
月
に
公
布

さ
れ
た
「
地
方
公
共
団
体
の

財
政
の
健
全
化
に
関

す
る
法
律
」に
よ
っ
て
、

「
公
社
」
の
債
務
が

地
方
自
治
体
の
会
計

に
直
接
影
響
が
出
る

よ
う
に
な
っ
た
か
ら

で
す
。

平
成
21
年
度
、「
公

社
」
の
経
理
基
準

の
一
部
改
正
が
行
わ

れ
、
完
成
土
地
等
の

評
価
替
え
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
土
地
の
評
価
損

が
発
生
し
、
特
別
損

失
２
億
１
３
７
３
万

円
が
生
じ
ま
し
た
。

ま
た
同
年
度
に
妙
寺

北
部
企
業
用
地
の
売

却
損
９
億
２
５
３
８

万
円
が
生
じ
、
債
務

超
過
が
明
る
み
に
な

り
ま
し
た
。

上
の
表
は
、
健
全

化
計
画
に
基
づ
い
て

平
成
19
年
度
か
ら
平

成
25
年
度
の
７
年
間

に
つ
ぎ
込
ん
だ
税
金

を
表
し
た
も
の
で
す
。

内
容
は
①
町
が
買

い
戻
し
た
用
地
代
（
３
億
４

９
９
９
万
５
０
０
０
円
）
と

②
町
の
補
助
金
（
１
億
８
９

０
０
万
円
）
に
分
か
れ
ま
す
。

町
の
補
助
金
と
い
う
の
は
、

債
務
超
過
に
な
っ
て
い
る
「
公

社
」へ
の
損
失
補
て
ん
で
す
。

７
年
間
で
５
億
３
８
９
９
万

５
０
０
０
円
の
税
金
が
つ
ぎ

込
ま
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

町
が
国
の
起
債
を

利
用
し
て

解
散
を
決
意

今
年
の
３
月
、
町
は
、「
土

地
開
発
公
社
解
散
プ
ラ
ン
」

を
作
成
し
、
第
三
セ
ク
タ
ー

等
改
革
推
進
債
（
以
下
「
第

三
セ
ク
タ
ー
債
」
と
い
う
）

を
活
用
し
て
、「
公
社
」
を

解
散
さ
せ
る
プ
ラ
ン
を
立
て

ま
し
た
。

５
月
16
日
に
開
か
れ
た
議

会
で
は
、「
公
社
」
を
解
散

す
る
議
案
と
「
第
三
セ
ク
タ

ー
債
」
11
億
９
２
０
０
万
円

を
活
用
す
る
補
正
予
算
が
提

出
さ
れ
、
議
会
は
全
員
一
致

で
こ
れ
ら
を
可
決
し
ま
し
た
。

「
第
三
セ
ク
タ
ー
債
」
は
、

「
公
社
」
の
債
務
を
町
が
代

位
弁
済
（
２
億
５
２
０
０
万

円
）
し
、
か
つ
欠
損
金
補
填

（
９
億
４
０
０
０
万
円
）
を

行
う
も
の
で
す
。
こ
の
起
債

の
返
済
は
、
町
民
が
納
め
た

税
金
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ

「公社」経営健全化以降の税金投入 （かつらぎ町「土地開発公社保有土地買い取り
及び健全化対策補助金状況」より作成）

かつらぎ町土地開発公社の解散について　②

経営破綻につぎ込まれる
　　　税金は17億３０９９万円超

ま
す
。
平
成
19
年
度
か
ら
こ

の
「
第
三
セ
ク
タ
ー
債
」
活

用
ま
で
に
つ
ぎ
込
ま
れ
た
税

金
は
、
17
億
３
０
９
９
万
円

に
の
ぼ
り
ま
す
。
こ
の
金
額

は
、
25
年
度
の
町
税
収
入
の

80
・
８
％
に
あ
た
り
ま
す
。

和
歌
山
県
内
で
も
町
の

「
公
社
」
の
経
営
実
態
は
最

も
ひ
ど
い
状
況
に
あ
り
ま
し

た
。「
公
社
」
の
理
事
長
は

町
長
で
あ
り
、
町
長
が
、
反

対
し
な
い
理
事
の
合
意
を
得

て
用
地
を
買
い
あ
さ
っ
た
結

果
、
こ
れ
だ
け
の
破
綻
を
生

み
出
し
ま
し
た
。
こ
の
問
題

を
当
時
か
ら
破
綻
す
る
と
言

っ
て
追
及
し
た
の
は
日
本
共

産
党
町
議
団
だ
け
で
す
。

意
思
決
定
を
行
っ
た
理
事

会
は
、
何
の
責
任
も
取
っ
て

い
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
公
社
」

問
題
の
破
綻
を
町
は
公
式
に

は
認
め
て
い
ま
せ
ん
。

「
住
民
が
非
常
に
大
き
な

債
務
を
負
担
せ
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
お
詫

び
申
し
上
げ
ま
す
」

こ
れ
が
5
月
議
会
で
の
井

本
町
長
の
答
弁
で
し
た
。
町

財
政
を
破
綻
さ
せ
な
い
と
い

う
点
で
、
責
任
を
果
た
し
て

い
る
と
評
価
で
き
る
で
し
ょ

う
か
。（
お
わ
り
）

町
は
破
綻
の
原
因
を
明
ら
か
に
せ
ず

経
営
責
任
は
誰
も
取
っ
て
い
な
い

（単位：千円）


